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相談支援専門員に係る研修について
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○宮城県障害者相談支援従事者研修事業実施要綱（第１）

「この要綱は、様々な生活ニーズを有する障害者の地域生活を支
援する人材を養成するため、障害者相談支援従事者研修事業（以
下「本事業」という。）を実施することにより、各市町村が行う
地域生活支援事業の円滑な実施に寄与し、もって障害者相談支援
体制の一層の発展に資することを目的とする。」

相談支援従事者研修の概要
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以下の①、②の両方を満たすことで、相談支援専門員として配置

可能

①実務経験を満たすこと

②相談支援従事者初任者研修の修了

※初任者研修修了後、現任研修を受講して資格を更新する必要あり

相談支援専門員になるための要件
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研修の種類
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現任研修について

【対象者】
指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一定の経験を有する者。
具体的には初回の現任研修では、過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があるこ
と、２回目以降の現任研修では、過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があるこ
と又は現に相談支援業務に従事していることを研修の受講要件とする。
なお、旧カリキュラム受講者は初回受講時については、上記の要件を求めないこととす
る。
（注）旧カリキュラム受講者とは、令和２年４月１日前５年間において、相談支援従事
者現任研修、主任相談支援専門員研修又は相談支援従事者初任者研修を修了した者であ
る。

【参考】受講時期（令和５年度に初任者研修を修了した場合）
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